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会 議 記 録

● 令和６年和光市議会３月定例会について

・昨日、市議会議長宛に文書にて、地方自治法第１１３条ただし書きの規定に基づ

く議長による催告の実施を依頼しました。

今後、考えられる可能性として、議長が催告を実施しない場合、閉会日の３月

２１日に自然閉会することが考えられます。その場合、当初予算を含め、３月定例

会の議案について、専決処分を検討することとなります。

また、議長が催告を実施した場合、審議の結果、当初予算が否決される可能性が

あります。その場合は暫定予算を組んで対応することとなります。（市長）

・暫定予算については、平成２１年度に行った事例があり、当時は３か月分の暫定

予算を組んで対応しています。今回においても３か月分の暫定予算を組むことが考

えられ、その場合は各課所毎に事業を精査する必要があります。（企画部長）

・暫定予算については、未確定な部分が多く職員の皆さまには、議会の日程が定ま

らない中で大きな負担があるとは思いますが、市民生活へ影響が及ぶことのないよ

う、執行部として必要な準備を計画的にお願いします。（市長）
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